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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１表示部を含む第１表示ユニットと、
　第２表示部を含む第２表示ユニットと、
　前記第１表示部および前記第２表示部を制御する表示制御部と、
　複数の画像情報が記憶される記憶部と、
　前記第１表示部のみが外部に臨む第１の配置と、前記第１表示部および前記第２表示部
の双方が並んで外部に臨む第２の配置との間で切り替え可能なように前記第１および第２
表示ユニットを支持する機構部とを備え、
　前記表示制御部は、
　前記第１の配置において前記第１表示部に前記画像情報に基づく複数の第１画像の一覧
を表示させ、
　前記一覧が表示された状態で、前記第１表示部がユーザによって視認可能なように外部
に臨む状態を維持したまま、当該ユーザによって前記第１表示ユニットの移動を含む移行
操作が行われることにより、前記第１の配置から前記第２の配置に移行されたとき、前記
一覧のうちの１つの前記第１画像に対応し、かつ前記第１画像よりサイズの大きな第２画
像を前記第１表示部に表示させるとともに、前記一覧を前記第２表示部に表示させる、
　ことを特徴とする表示機能付き端末装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示機能付き端末装置において、
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　前記表示制御部は、前記第１表示部に表示される前記第２画像を編集するための操作が
なされると、前記第２表示部に前記第２画像を編集するための処理一覧を表示させる、
　ことを特徴とする表示機能付き端末装置。
【請求項３】
　第１表示部を含む第１表示ユニットと、第２表示部を含む第２表示ユニットと、複数の
画像情報が記憶される記憶部と、前記第１表示部のみが外部に臨む第１の配置と、前記第
１表示部および前記第２表示部の双方が並んで外部に臨む第２の配置との間で切り替え可
能なように前記第１および第２表示ユニットを支持する機構部とを備える表示機能付き端
末装置のコンピュータに、
　前記第１の配置において前記第１表示部に前記画像情報に基づく複数の第１画像の一覧
を表示させ、前記一覧が前記第１表示部に表示された状態で、前記第１表示部がユーザに
よって視認可能なように外部に臨む状態を維持したまま、当該ユーザによって前記第１表
示ユニットの移動を含む移行操作が行われることにより、前記第１配置から前記第２の配
置に移行されたとき、前記一覧のうちの１つの前記第１画像に対応し、かつ前記第１画像
よりサイズの大きな第２画像を前記第１表示部に表示させるとともに、前記一覧を前記第
２表示部に表示させる機能を付与するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示機能付き端末装置に関し、特に、携帯電話機やＰＤＡ（Personal Digit
al Assistant）等の携帯端末装置に用いて好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、携帯電話機等の携帯端末装置においては、液晶表示器が備えられており、その
表示部に種々の情報が表示されるようになっている。表示部が大きければ、一度に多くの
情報（文書など）を表示したり、テレビ映像を大きく映し出したりすることができる。し
かし、一方で、表示部が大きくなると、機器自身のサイズが大きくなってしまい、携帯す
る際には邪魔になりやすい。
【０００３】
　このような事情に鑑み、２つの表示部を有し、これら表示部が前後に重なる状態と横方
向に並ぶ状態とに切替え可能とした携帯電話機が考えられている。このような携帯電話機
は、たとえば、特許文献１に示されている。この携帯電話機によれば、２つの表示部が重
なった状態にされれば、機器本体が小さくなるので、携帯する際に邪魔になりにくい。一
方、使用時に、２つの表示部が並ぶ状態にされれば、大きな画面での画像表示を行うこと
ができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－４４２０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、多くの携帯電話機は、カメラ機能を備えている。カメラ撮影した画像（静止
画や動画）は内蔵メモリや機器に装着されたメモリーカードに保存される。また、多くの
携帯電話機では、通信回線を介して各種ウェブサイトから画像を取り込むことができ、こ
れら画像も内蔵メモリなどに保存される。
【０００６】
　メモリに保存された画像からは、サムネイル作成処理により、オリジナル画像の縮小画
像（サムネイル）が作成される。そして、所定の機能モードにおいて、この縮小画像の一
覧画面が表示部に表示される。ユーザは、この縮小画像の一覧画面を見ることにより、ど



(3) JP 5249371 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

のような画像が保存されているかを確認することができる。
【０００７】
　上記特許文献１の携帯電話機のように、２つの表示部にて大きな表示領域を構成すれば
、一覧画面全体のサイズを大きくできるので、一度に多くの縮小画像が配置できる。この
ため、ユーザは、保存された画像の中から所望の画像を選び出す際にも、一覧画面を頻繁
にスクロール操作する必要がなく、使い勝手が良くなる。
【０００８】
　しかしながら、保存された画像の中には、連続写真のように類似した複数の画像が含ま
れている場合がある。これら類似した画像の中から所望の画像（たとえば、最も映りの良
い写真）を選び出すような場合、縮小画像のサイズでは、画像が小さすぎて、これらの画
像どうしを細かく比較することが難しい。よって、このような場合であっても、所望の画
像が容易に選び出せるようにすることが望ましい。
【０００９】
　本発明は、このような課題を解消するものであり、携帯電話機等の表示機能付き端末装
置において、保存された画像の中から所望の画像を容易に選び出すことができるようにす
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様に係る表示機能付き端末装置は、第１表示部を含む第１表示ユニッ
トと、第２表示部を含む第２表示ユニットと、前記第１表示部および前記第２表示部を制
御する表示制御部と、複数の画像情報が記憶される記憶部と、前記第１表示部のみが外部
に臨む第１の配置と、前記第１表示部および前記第２表示部の双方が並んで外部に臨む第
２の配置との間で切り替え可能なように前記第１および第２表示ユニットを支持する機構
部とを備える。ここで、前記表示制御部は、前記第１の配置において前記第１表示部に前
記画像情報に基づく複数の第１画像の一覧を表示させ、前記一覧が表示された状態で、前
記第１表示部がユーザによって視認可能なように外部に臨む状態を維持したまま、当該ユ
ーザによって前記第１表示ユニットの移動を含む移行操作が行われることにより、前記第
１配置から前記第２の配置に移行されたとき、前記一覧のうちの１つの前記第１画像に対
応し、かつ前記第１画像よりサイズの大きな第２画像を前記第１表示部に表示させるとと
もに、前記一覧を前記第２表示部に表示させる。
　本態様に係る表示機能付き端末装置において、前記表示制御部は、前記第１表示部に表
示される前記第２画像を編集するための操作がなされると、前記第２表示部に前記第２画
像を編集するための処理一覧を表示させるように構成され得る。
　本発明の第２の態様に係るプログラムは、第１表示部を含む第１表示ユニットと、第２
表示部を含む第２表示ユニットと、複数の画像情報が記憶される記憶部と、前記第１表示
部のみが外部に臨む第１の配置と、前記第１表示部および前記第２表示部の双方が並んで
外部に臨む第２の配置との間で切り替え可能なように前記第１および第２表示ユニットを
支持する機構部とを備える表示機能付き端末装置のコンピュータに、前記第１の配置にお
いて前記第１表示部に前記画像情報に基づく複数の第１画像の一覧を表示させるとともに
、前記一覧が前記第１表示部に表示された状態で、前記第１表示部がユーザによって視認
可能なように外部に臨む状態を維持したまま、当該ユーザによって前記第１表示ユニット
の移動を含む移行操作が行われることにより、前記第１配置から前記第２の配置に移行さ
れたとき、前記一覧のうちの１つの第１画像に対応し、かつ前記第１画像よりサイズの大
きな第２画像を前記第１表示部に表示させるとともに、前記一覧を前記第２表示部に表示
させる機能を付与する。
 
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ユーザは、一覧表示された画像の中から所望の画像を容易に選び出す
ことができる。
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【００１３】
　本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。
ただし、以下の実施の形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であって
、本発明は、以下の実施の形態に記載されたものに何ら制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施の形態に係る携帯電話機の構成を示す図
【図２】実施の形態に係る携帯電話機において、第１表示画面による第１表示状態から第
１表示画面と第２表示画面とによる第２表示状態への切替え操作について説明するための
図
【図３】実施の形態に係る携帯電話機の回路構成を示すブロック図
【図４】実施の形態に係る携帯電話機において、第１表示状態のときに第１表示部に表示
される初期画面（モード選択画面）の表示例を示す図
【図５】実施の形態に係る携帯電話機において、データ表示モードにおける画面表示制御
を説明するためのフローチャート
【図６】実施の形態に係る携帯電話機において、データ表示モードで実行される比較モー
ドでの画面表示制御を説明するためのフローチャート
【図７】実施の形態に係る携帯電話機において、データ表示モードで実行される通常モー
ドでの画面表示制御を説明するためのフローチャート
【図８】実施の形態に係る携帯電話機において、データ表示モードにおける第１表示状態
での画面表示例を示す図
【図９】実施の形態に係る携帯電話機において、比較モードにおける画面表示例を示す図
【図１０】実施の形態に係る携帯電話機において、比較モードにおける画面表示例を示す
図
【図１１】実施の形態に係る携帯電話機において、比較モードにおける画面表示例を示す
図
【図１２】実施の形態に係る携帯電話機において、比較モードにおける画面表示例を示す
図
【図１３】実施の形態に係る携帯電話機において、通常モードにおける画面表示例を示す
図
【図１４】実施の形態に係る携帯電話機において、画像拡大モードにおける画面表示制御
を説明するためのフローチャート
【図１５】実施の形態に係る携帯電話機において、画像拡大モードにおける画面表示例を
示す図
【図１６】実施の形態に係る携帯電話機において、編集モードおよびメニュー選択モード
における画面表示例を示す図
【図１７】実施の形態に係る携帯電話機において、データ表示モードにおける画面表示制
御の変形例を説明するためのフローチャート
【図１８】実施の形態に係る携帯電話機において、変形例における画面表示例を示す図
【図１９】実施の形態に係る携帯電話機において、変形例における画面表示例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態につき図面を参照して説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の一実施形態である携帯電話機の構成を示す図（分解斜視図）である。
携帯電話機は、第１キャビネット１と、第２キャビネット２と、これら第１、第２キャビ
ネット１、２を保持する保持体３とで構成されている。
【００１７】
　第１キャビネット１は、上下に薄い横長の直方体形状を有する。第１キャビネット１に
は、後述する液晶表示器１１（図示せず）が内蔵されており、この液晶表示器１１の表示
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部１１ａ（以下、「第１表示部」という）が、第１キャビネット１の正面に臨んでいる。
第１表示部１１ａの上には、タッチパネル１２が取り付けられる。タッチパネル１２は、
第１表示部１１ａに表示された各種キーがユーザによって押されたときに、押された位置
を検出して、その位置に応じた信号（位置信号）を出力する。
【００１８】
　第１キャビネット１の内部には、中央やや後ろ位置にカメラモジュール１３が配されて
いる。このカメラモジュール１３における被写体像を取り込むためのレンズ窓（図示せず
）が、第１キャビネット１の下面に設けられている。第１キャビネット１の内部には、ま
た、前面近傍の中央位置に磁石１４が配されており、右前角部に磁石１５が配されている
。さらに、上キャビネット１の右側面および左側面には、それぞれ、突起部１６、１７が
設けられている。
【００１９】
　第２キャビネット２は、上下に薄い横長の直方体形状を有する。すなわち、第２キャビ
ネット２は、第１キャビネット１とほぼ同じ形状と大きさを有する。第２キャビネット２
には、後述する液晶表示器２１（図示せず）が内蔵されており、この液晶表示器２１の表
示部２１ａ（以下、「第２表示部」という）が、第２キャビネット２の正面に臨んでいる
。この第２表示部２１ａのサイズは、第１表示部１１ａのサイズと同じになっている。第
２表示部２１ａの上には、タッチパネル２２が取り付けられる。タッチパネル２２は、第
２表示部２１ａ上に表示された各種キーがユーザによって押されたときに、押された位置
を検出して、その位置に応じた信号（位置信号）を出力する。
【００２０】
　第２キャビネット２の内部には、後面近傍の中央位置に磁石２３が配されている。
この磁石２３と第１のキャビネット１の磁石１４とは、後述の如く大画面を構成する位置
に第１キャビネット１と第２キャビネット２が位置づけられた状態（第２表示状態）にあ
るときに、互いに引き合うよう構成されている。なお、第１キャビネット１および第２キ
ャビネット２において、一方の磁石の磁力が十分大きければ、他方の磁石を磁性体に代え
てもよい。
【００２１】
　第２キャビネット２内部において、右前角部には閉成センサ２４が配されており、右後
角部には開成センサ２５が配されている。これら閉成センサ２４およびと開成センサ２５
は、たとえば、ホールＩＣなどで構成され、磁石の磁力に反応して検出信号を出力する。
後述するように、第１キャビネット１と第２キャビネット２とが重なった状態になると、
第１キャビネット１の磁石１５が、閉成センサ２４に接近するので、閉成センサ２４から
ＯＮ信号が出力される。一方、第１キャビネット１と第２キャビネット２とが前後に並ん
だ状態になると、第１キャビネット１の磁石１５が、開成センサ２５に接近するので、開
成センサ２５からＯＮ信号が出力される。
【００２２】
　さらに、第２キャビネット２の右側面には２つの軸部２６が設けられており、第２キャ
ビネット２の左側面には２つの軸部２７が設けられている。
【００２３】
　保持体３は、底板部３１と、底板部３１の右端部に形成された右保持部３２と、底板部
３１の左端部に形成された左保持部３３とで構成されている。底板部３１、右保持部３２
および左保持部３３に囲まれた収容領域Ｒに、第１キャビネット１および第２キャビネッ
ト２が上下に重なった状態で収容される。
【００２４】
　底板部３１には、３つのコイルバネ３４が左右方向に並ぶように配されている。これら
コイルバネ３４は、第２キャビネット２が保持体３に取り付けられた状態において、第２
キャビネット２の下面に当接し、第２キャビネット２に対して上方に押し上げる力を付与
する。
【００２５】
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　右保持部３２の上面にはマイク３５および電源ボタン３６が配されている。また、右保
持部３２の外側面には、操作ボタン群３７が配されている。操作ボタン群３７は、マナー
モードの設定ボタンなど、複数の操作ボタンからなる。一定の機能については、これら操
作ボタンを操作することにより、タッチパネル１２、２２を操作することなく実行される
。左保持部３３の上面には、スピーカ３８が配されている。ユーザは、左保持部３３側が
耳元に、右保持部３２側が口元にくるように携帯電話機を持って、通話を行う。
【００２６】
　右保持部３２および左保持部３３の内側面には、案内溝３９（左保持部３３側のみ図示
）が形成されている。案内溝３９は、前後方向に延びる上溝３９ａおよび下溝３９ｂと、
溝の前側に形成され、上溝３９ａと下溝３９ｂとに繋がるよう上下に延びる２つの縦溝３
９ｃとで構成されている。
【００２７】
　携帯電話機をアセンブルする際には、軸部２６、２７をガイド溝３９の下溝３９ｂに挿
入するようにして、第２キャビネット２を保持体３の収容領域Ｒ内に配置し、さらに、突
起部１６、１７をガイド溝３９の上溝３９ａに挿入するようにして、第１キャビネット１
を保持体３の収容領域Ｒ内であって第２キャビネット２の上に配置する。
【００２８】
　こうして、第１キャビネット１は、上溝３９ａに案内されて前後にスライド可能となる
。また、第２キャビネット２は、下溝３９ｂに案内されて前後にスライド可能となる。ま
た、第２キャビネット２が前方に移動し、軸部２６、２７が縦溝３９ｃまでくると、第２
キャビネット２は、縦溝３９ｃに案内されて上下にスライド可能となる。
【００２９】
　図２は、本実施の形態に係る携帯電話機において、第１表示部１１ａによる第１表示状
態から第１表示部１１ａと第２表示部２１ａとによる第２表示状態への切替え操作につい
て説明するための図である。
【００３０】
　初期の状態においては、同図（ａ）に示すように、第２キャビネット２が第１キャビネ
ット１の背後に隠れた状態となっている。この状態においては、第１表示部１１ａのみが
外部に露出している。この状態を「第１表示状態」という。切替えの操作は、ユーザによ
って手動で行われる。
【００３１】
　まず、ユーザは、同図（ｂ）に示すように、第１キャビネット１を後方に移動させる。
次に、第１キャビネット１の後方への移動が完了すると、同図（ｃ）に示すように、第２
キャビネット２を前方へ引き出す。この引出し操作によって、第２キャビネット２が第１
キャビネット１に完全に重ならない位置、すなわち第１キャビネット１の前に並ぶ位置ま
で移動すると、上述のように、軸部２６、２７が縦溝３９ｃにくるので、第２キャビネッ
ト２はコイルバネ３３に押されて上昇する。このとき、磁石１４と磁石２３とが引き合う
ことによって、さらに大きな上昇力が働く。こうして、同図（ｄ）に示すように、第１キ
ャビネット１と第２キャビネット２とが、前後に密着するように、且つ面一となるように
並ぶ。第１表示部１１ａと第２表示部２１ａとが一体化され、大画面となる。この状態を
「第２表示状態」という。
【００３２】
　図３は、本実施の形態に係る携帯電話機の回路構成を示すブロック図である。携帯電話
機は、図１により説明した構成部品の他、ＣＰＵ１００、ＴＶモジュール２００、通信処
理部３００、液晶表示器１１、２１、メモリ４００、バッテリー５００、電源部６００を
備える。
【００３３】
　ＴＶモジュール２００は、ＴＶチューナなどを含み、アンテナ２１０を介して受信した
地上デジタル放送波などの電波を映像信号に変換してＣＰＵ１００に送る。
【００３４】
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　カメラモジュール１３は、撮像レンズ１３ａ、撮像素子１３ｂなどから構成されている
。撮像レンズ１３ａは、被写体の像を撮像素子１３ｂ上に結像させる。撮像素子１３ｂは
、例えばＣＣＤからなり、取り込んだ画像に応じた撮像信号を生成し、ＣＰＵ１００へ送
る。
【００３５】
　マイク３５は、音声信号を電気信号に変換してＣＰＵ１００へ送る。スピーカ３８は、
ＣＰＵ１００からの音声信号を音声として再生する。
【００３６】
　通信処理部３００は、ＣＰＵ１００からの音声信号や画像信号、テキスト信号などを無
線信号に変換し、アンテナ３１０を介して基地局へ送信するとともに、アンテナ３１０を
介して受信した無線信号を音声信号や画像信号、テキスト信号などに変換してＣＰＵ１０
０へ送る。
【００３７】
　液晶表示器１１は、ＣＰＵ１００（後述の表示制御部１１０）からの駆動信号によって
、第１表示部１１ａ上に画像を表示する。同じく、液晶表示器２１は、ＣＰＵ１００から
の駆動信号によって、第２表示部２１ａ上に画像を表示する。
【００３８】
　メモリ４００には、カメラモジュール１３で撮影した画像の画像データ（静止画、動画
）や通信処理部３００を介して外部から取り込んだ画像データ（静止画、動画）、テキス
トデータ（メールデータ）などが所定のファイル形式で保存される。
【００３９】
　バッテリー５００は、ＣＰＵ１００やＣＰＵ１００以外の携帯電話機の各部へ電力を供
給するためのものであり、二次電池からなる。バッテリー５００は、電源部６００に接続
されている。
【００４０】
　電源部６００は、バッテリー５００の電圧を前記各構成部に必要な大きさの電圧に変換
して各構成部に供給する。また、電源部６００は、外部電源の入力部（図示せず）を介し
て供給された電力をバッテリー５００に供給して、バッテリー５００を充電する。
【００４１】
　電源部６００には、電圧検出部６１０が設けられている。電圧検出部６１０は、バッテ
リー５００の電圧を検出して、ＣＰＵ１００へ送る。
【００４２】
　ＣＰＵ１００は、タッチパネル１２、２２、操作ボタン群３７、マイク３５、撮像素子
１３など各部からの入力信号に基づいて、スピーカ３００、液晶表示器１１、２１などの
各部に制御信号を出力することにより、各種の機能モード（電話モード、メールモード、
インターネットモード、テレビモード、カメラモードなど）の処理を行う。また、ＣＰＵ
１００は、電圧検出部６１０からの電圧信号に基づいて、バッテリー５００の残量を判断
する。
【００４３】
　ＣＰＵ１００は表示制御部１１０を含む。表示制御部１１０は、ＣＰＵ１００内に用意
された作業エリアとなるメモリ（図示せず）内で、液晶表示器１１、２１に表示する画像
を生成し、生成した画像を表示させるための画像信号（ＲＧＢ信号）を液晶表示器１１、
２１に出力する。また、表示制御部１１０は、撮像素子１３ｂから送られてきた画像デー
タ、メモリ４００内に保存された画像データ、通信処理部３００を介して受信した画像デ
ータなどを取り込む。そして、取り込んだ画像データから画像信号（ＲＧＢ信号）を生成
し、生成した画像信号を液晶表示器１１、２１に出力する。液晶表示器１１、２１の表示
部１１ａ、２１ｂには、画像信号に応じた画像が表示される。
【００４４】
　さて、第２キャビネット２が閉じられており、第１表示状態にあるときには、第１表示
部１１ａ上に画像が表示される。
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【００４５】
　図４は、本実施の形態に係る携帯電話機において、第１表示状態のときに第１表示部１
１ａに表示される初期画面（機能モード選択画面）の表示例を示す図である。
【００４６】
　第１表示部１１ａの中央部には、メイン表示として、「テレビ」「メール」「マップ」
など１１種類のモードキーＭ１が配されている。ユーザが画面上で、所望のモードキーＭ
１を押すと、そのモードキーＭ１に応じた機能モードが実行される。第１表示部１１ａの
上部には、サブ表示として、受信状態を示すアンテナマークＭ２、メールが受信されたこ
とを示すメールマークＭ３、電池の残量を示す残量マークＭ４が配されている。
【００４７】
　この初期画面において、ユーザにより、たとえば、「データ」のモードキーＭ１が押さ
れれば、データ表示モードへ移行する。ユーザは、このデータ表示モードにおいて、所定
の操作を行うことにより、メモリ４００に保存された画像（写真画像など）を確認できる
。ユーザは、これら画像の中から所望の画像を選び出す目的でこのモードを利用すること
ができる。この場合、選び出された画像は、携帯電話機の待受画面の背景画像とされたり
、パソコンなどの他の機器に移されたり、メールに添付され他人に送られたりされ得る。
【００４８】
　図５は、本実施の形態に係る携帯電話機において、データ表示モードにおける画面表示
制御を説明するためのフローチャートである。また、図６は、データ表示モードで実行さ
れる比較モードでの画面表示制御を説明するためのフローチャートである。同じく、図７
は、データ表示モードで実行される通常モードでの画面表示制御を説明するためのフロー
チャートである。また、図８は、データ表示モードにおける第１表示状態での画面表示例
を示す図である。同じく、図９から図１２は、比較モードにおける画面表示例を示す図で
ある。同じく、図１３は、通常モードにおける画面表示例を示す図である。
【００４９】
　図５を参照して、上述のように「データ」のモードキーＭ１が押されると、表示制御部
１１０は、メモリ４００から縮小画像Ｍ５の画像データを読み出し、これら縮小画像Ｍ５
を表示するための画像信号を液晶表示器１１に送出する。これにより、第１表示部１１ａ
に、複数個の縮小画像Ｍ５が一覧表示される（Ｓ１：図８参照）。このとき、縮小画像Ｍ
５の下方位置には、それぞれの画像のファイル名が表示される。また、第１表示部１１ａ
の右端には、縮小画像Ｍ５を前後に送るためのスクロール操作部Ｍ６が表示される。
【００５０】
　縮小画像Ｍ５は、メモリ４００に保存されたオリジナルの画像（以下、「原画像」とい
う）の見本（インデックス）となるものである。縮小画像Ｍ５の画像データは、原画像の
画像データをサムネイル処理することにより生成され、メモリ４００に格納されている。
【００５１】
　さて、メモリ４００に保存された画像の中には、連続写真のように類似した複数の画像
が含まれることがある。ユーザが、これら類似した画像の中から所望の画像（たとえば、
最も映りの良い写真）を選びだすような場合、縮小画像Ｍ５のサイズでは、画像が小さす
ぎて、これらの画像どうしを細かく比較することが難しい。
【００５２】
　そこで、このような場合に、ユーザは、比較したい複数の縮小画像Ｍ５の中から一つを
選択し、それを指などでタッチする。一つのファイル（たとえば、「００６.ｊｐｇ」）
が選択されると、その縮小画像Ｍ５は、画像の枠が太くなるなど、他の縮小画像Ｍ５とは
異なる表示形態に変更される。このようにして、所望のファイルを選択した後、ユーザは
、携帯電話機を第２表示状態にすべく切替え操作を行う。
【００５３】
　ユーザによって切替え操作がなされ、第２表示状態となると、上述したように、開成セ
ンサ２５からのＯＮ信号がＣＰＵ１００に入力される。表示制御部１１０は、このＯＮ信
号により、切替え操作がなされたと判断する（Ｓ２：ＹＥＳ）。なお、閉成センサ２４か
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らの信号がＯＦＦとなることで、切替え操作がなされたと判断する構成としてもよいし、
閉成センサ２４のＯＮ信号がなくなり且つ開成センサ２５のＯＮ信号があると、切替え操
作がなされたと判断する構成としてもよい。
【００５４】
　次に、表示制御部１１０は、第１表示状態にて表示された縮小画像Ｍ５のうち一つのフ
ァイルがユーザにより選択されているか否かを判断する（Ｓ３）。そして、表示制御部１
１０は、ファイルが選択されていると判断すると（Ｓ３：ＹＥＳ）、比較モードを実行す
る（Ｓ４）。以下、図６、図９ないし図１２を参照して、比較モードにおける動作を説明
する。
【００５５】
　表示制御部１１０は、まず、選択されたファイルの原画像の画像データをメモリ４００
から読み出して、これに対応する拡大画像Ｍ７を表示するための画像信号を生成する。こ
のときの拡大画像Ｍ７のサイズは、この拡大画像Ｍ７一つを表示させたときに、第１表示
部１１ａの画面領域にできる限り大きく収まるサイズとされる。表示制御部１１０は、こ
うして生成した画像信号を液晶表示器１１に送出する。これにより、第１表示部１１ａに
は、拡大画像Ｍ７が表示される。（Ｓ１０１：図９参照）。
【００５６】
　このとき、拡大画像Ｍ７の右側位置には、この画像のファイル名のほか、この画像に関
する情報が表示される。たとえば、その画像が写真であれば、撮影日時、撮影場所などが
表示される。また、第１表示部１１ａの画面領域上部には、現在の日時が表示されるとと
もに、アンテナマークＭ２および残量マークＭ４が表示される。さらに、第１表示部１１
ａの画面領域下部には、画像拡大モード、編集モード、メニュー選択モードの各モードキ
ーＭ８が表示される。
【００５７】
　表示制御部１１０は、さらに、縮小画像Ｍ５の一覧およびスクロール操作部Ｍ６を第２
表示部２１ａに表示させる（Ｓ１０２：図９参照）。
【００５８】
　こうして、選択したファイルの拡大画像Ｍ７が、第１表示部１１ａに表示されると、次
に、ユーザによって、このファイルと比較したいファイルが、第２表示部２１ａ上の縮小
画像Ｍ５の一覧から選択される。本実施の形態では、最大４つの拡大画像Ｍ７を、第１表
示部１１ａ上で比較することができる。表示できる拡大画像Ｍ７を４つに制限したのは、
これ以上の拡大画像Ｍ７を表示させると、一つ当りの画像のサイズが小さくなり過ぎ、詳
細な比較がしにくくなるからである。
【００５９】
　ユーザは、所望のファイルの縮小画像Ｍ５（ファイル）を指などでタッチし、そこから
指などを第２表示部２１ａに着けたまま移動させて、第１表示部１１ａ上まで持ってくる
。すなわち、縮小画像Ｍ５を第１表示部１１ａにドラッグする。表示制御部１１０は、一
つの縮小画像Ｍ５が第１表示部１１ａにドラッグされたか否かを判断する（Ｓ１０３）。
たとえば、表示制御部１１０は、第２表示部２１ａの上端までドラッグ操作が行われた後
、これと連続的に第１表示部１１ａの下端からドラッグ操作が行われれば、第２表示部２
１ａから第１表示部１１ａへドラッグされたと判断する。
【００６０】
　表示制御部１１０は、縮小画像Ｍ５が第１表示部１１ａにドラッグされたと判断すると
（Ｓ１０３：ＹＥＳ）、表示される拡大画像Ｍ７の数が上限値（ここでは４つ）以内であ
るか否かを判断する（Ｓ１０４）。そして、上限値以内であれば（Ｓ１０４：ＹＥＳ）、
選択されたファイルの原画像の画像データをメモリ４００から読み出して、これに対応す
る拡大画像Ｍ７と先に表示されている拡大画像Ｍ７とを表示するための画像信号を生成す
る。これら拡大画像Ｍ７のサイズは、表示する拡大画像Ｍ７の数に応じて設定され、その
数の拡大画像Ｍ７を表示させたときに、第１表示部１１ａの画面領域にできる限り大きく
収まるサイズとされる。表示制御部１１０は、こうして生成した画像信号を液晶表示器１
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１に送出する。これにより、第１表示部１１ａには、ドラッグされたファイルの拡大画像
Ｍ７が、その数に応じたサイズで表示される。（Ｓ１０５）。
【００６１】
　たとえば、最初の拡大画像Ｍ７に加え、新たに一つのファイルがドラッグされ、第１表
示部１１ａに合計二つの拡大画像Ｍ７が表示された場合には、図１０に示すような画面形
態となる。また、新たに二つのファイルがドラッグされ、合計三つの拡大画像Ｍ７が表示
された場合には、図１１に示すような画面形態となる。さらに、新たに三つのファイルが
ドラッグされ、合計四つの拡大画像が表示された場合には、図１２に示すような画面形態
となる。
【００６２】
　このとき、拡大画像Ｍ７の数において、できるだけ画像のサイズが大きくなるように、
拡大画像Ｍ７、ファイル名および画像に関する情報の配置が行われる。すなわち、拡大画
像Ｍ７の数が二つおよび三つのとき（図１１参照）には、拡大画像Ｍ７が横一列に並べら
れ、それぞれの拡大画像Ｍ７の下方位置にファイル名と画像に関する情報が表示される。
一方、拡大画像Ｍ７の数が四つのとき（図１２参照）には、拡大画像Ｍ７が縦横２列に並
べられ、それぞれの拡大画像Ｍ７の右側位置にファイル名と画像に関する情報が表示され
る。
【００６３】
　このようにして、第１表示部１１ａには、比較したい複数の画像が、縮小画像Ｍ５に比
べて数段サイズの大きなサイズで表示される。これにより、ユーザは、これら拡大画像Ｍ
７どうしを詳細に比較し、所望の画像を選び出すことができる。
【００６４】
　なお、ユーザによって、新たに四つめのファイルがドラッグされ、表示対象となる拡大
画像の数が合計５つになると、表示制御部１１０は、ステップＳ１０４において、拡大画
像の数が上限値を超えると判断し（ステップＳ１０４：ＮＯ）、第１表示部１１ａの表示
状態を変化させない（Ｓ１０６）。この場合、ＣＰＵ１００の駆動制御により、スピーカ
３８を通じて、ドラッグされた画像を拡大表示ができない旨がユーザに報知される。
【００６５】
　また、第１表示部１１ａに表示された拡大画像Ｍ７の一つを消去したい場合、ユーザは
、消去したい拡大画像Ｍ７を第１表示部１１ａから第２表示部２１ａにドラッグする。表
示制御部１１０は、拡大画像Ｍ７が第２表示部２１ａにドラッグされたと判断すると（Ｓ
１０７：ＹＥＳ）、ドラッグされた拡大画像Ｍ７を画面上から消去するとともに、残りの
拡大画像Ｍ７を、その数に応じたサイズで表示させる（Ｓ１０８）。たとえば、四つの拡
大画像Ｍ７が表示されている状態から、一つ拡大画像Ｍ７が消去されると、図１２に示す
画面形態から図１１に示す画面形態となる。これにより、ユーザは、新たなファイルを選
択し、その拡大画像Ｍ７を表示させることができるようになる。
【００６６】
　ユーザによって、第２表示状態から第１表示状態への切替え操作がなされると、表示制
御部１１０は、開成センサ２５からのＯＦＦ信号により、第１表示状態への替え操作がな
されたと判断する（Ｓ１０９：ＹＥＳ）。これにより、表示制御部１１０は、比較モード
を終了する（Ｓ１１０）。
【００６７】
　さて、図５に戻り、ステップＳ１の動作により、第１表示部１１ａに縮小画像Ｍ５の一
覧が表示されている状態において（図８参照）、類似した画像どうしを比較する必要がな
い場合、ユーザは、ファイルを選択することなく、第１表示状態から第２表示状態への切
替え操作を行う。これにより、表示制御部１１０は、ステップＳ３において、ファイルが
選択されていないと判断し、通常モードを実行する（Ｓ５）。以下、図７および図１３を
参照し、通常モードにおける動作について説明する。
【００６８】
　表示制御部１１０は、まず、第１表示部１１ａに表示した縮小画像Ｍ５に続く縮小画像
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Ｍ５の画像データをメモリ４００から読み出し、これら縮小画像Ｍ５を表示するための画
像信号を液晶表示器２１に送出する。これにより、第１表示部１１ａと第２表示部２１ａ
の双方に、縮小画像Ｍ５が一覧表示される（Ｓ２０１：図１３参照）。なお、この場合に
は、第１表示部１１ａと第２表示部２１ａとが一体的な画面となるので、スクロール操作
部Ｍ６が操作されると、双方の縮小画像Ｍ５の一覧が一体となってスクロールすることに
なる。
【００６９】
　次に、双方の縮小画像Ｍ５の一覧の中から、ユーザによって所望の縮小画像Ｍ５（ファ
イル）が選択されると（Ｓ２０２：ＹＥＳ）、表示制御部１１０は、選択されたファイル
の拡大画像Ｍ７を表示するための画像信号を生成し、生成した画像信号を液晶表示器１１
に送出する。これにより、第１表示部１１ａには、図９に示すものと同様の画面形態で、
拡大画像Ｍ７が表示される（Ｓ２０３）。すなわち、拡大画像Ｍ７が、最も大きなサイズ
で表示される。さらに、表示制御部１１０は、縮小画像Ｍ５の一覧およびスクロール操作
部Ｍ６を第２表示部２１ａに表示させる（Ｓ２０４）。その後、ユーザによって、一覧か
ら新たな縮小画像Ｍ５が選択されると、ステップＳ２０２からステップＳ２０４の動作に
より、新たな拡大画像Ｍ７が最も大きなサイズで、第１表示部１１ａに表示される。こう
して、ユーザは、所望の縮小画像Ｍ５を、順々にタッチしていくことで、第１表示部１１
ａに最も大きなサイズの拡大画像Ｍ７を個別に表示させることができ、選択した画像の詳
細を迅速かつ円滑に確認していくことができる。
【００７０】
　なお、通常モードでは、選択されたファイルの拡大画像Ｍ７が第１表示部１１ａに表示
されるだけであり、比較モードと違って、第２表示部２１ａの縮小画像Ｍ５をドラッグし
ても、第１表示部１１ａに複数の拡大画像Ｍ７が表示されることはない。
【００７１】
　ユーザによって、第２表示状態から第１表示状態への切替え操作がなされると、表示制
御部１１０は、開成センサ２５からのＯＦＦ信号により、第１表示状態への替え操作がな
されたと判断する（Ｓ２０５：ＹＥＳ）。これにより、表示制御部１１０は、通常モード
を終了する（Ｓ２０６）。
【００７２】
　本実施の形態では、比較モードおよび通常モードにおいて、第１表示部１１ａに拡大画
像Ｍ７が表示されているとき、ユーザは、モードキーＭ８を操作することにより、表示さ
れた拡大画像Ｍ７に関して、「画像拡大」、「編集」、「メニュー選択」の３つのモード
を実行することができる。
【００７３】
　拡大画像Ｍ７を比較する際には、さらに詳細な部分（たとえば、人物写真であれば細か
な表情）を比較したい場合が出てくる。この場合、ユーザは、画像拡大モードキーＭ８を
タッチする。これにより、拡大画像モードが実行される。
【００７４】
　図１４は、画像拡大モードにおける画面表示制御を説明するためのフローチャートであ
る。また、図１５は、画像拡大モードにおける画面表示例を示す図である。画像拡大モー
ドは、ユーザの操作に応じて、拡大画像Ｍ７の一部を部分的に拡大するモードである。以
下、図１４および図１５を参照して、画像拡大モードにおける動作を説明する。
【００７５】
　上述のように画像拡大モードキーＭ８が押されると、表示制御部１１０は、第１表示部
１１ａに虫眼鏡のアイコンを表示させる（Ｓ３０１：図１５（ａ）参照）。ユーザは、虫
眼鏡のアイコンにタッチし、これを一つの拡大画像Ｍ７上の拡大したい部分にドラッグす
る。
【００７６】
　表示制御部１１０は、虫眼鏡が拡大画像Ｍ７上にドラッグされたと判断すると（Ｓ３０
２：ＹＥＳ）、虫眼鏡で指定された拡大画像Ｍ７上の座標（画像の中での座標）を検出す
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る（Ｓ３０３）。そして、表示制御部１１０は、その拡大画像Ｍ７について、検出した座
標を中心とする所定倍率の部分拡大画像Ｍ１０を第１表示部１１ａに表示させる。そして
、これと同時に、他の全ての拡大画像Ｍ７について、それぞれ、先の拡大画像Ｍ７と同じ
座標（画像の中での座標）を中心とする同じ所定倍率の部分拡大画像Ｍ１０を表示させる
（Ｓ３０４：図１５（ｂ）参照）。なお、部分拡大画像Ｍ１０のサイズは、そのときの拡
大画像Ｍ７のサイズと同じとなる。
【００７７】
　こうして、表示された複数の拡大画像Ｍ７が、連続写真のように類似した画像である場
合、ユーザは、画像の同じ部分を拡大した部分拡大画像Ｍ１０を見ることができる。これ
により、たとえば、対象画像が連続する人物写真であるような場合、ユーザは、微妙な顔
の表情などを詳細に比較し、最も映りよいものを選び出すことができる。
【００７８】
　なお、図１５の表示形態においては、拡大部分を適宜変更できるようにするのが好まし
い。この場合、たとえば、ユーザが拡大画像Ｍ７上で虫眼鏡が移動させると、表示制御部
１１０は、それに合わせて座標を再検出し、新たな座標を中心とした部分拡大画像Ｍ１０
を第１表示部１１ａ上に表示する。こうすると、ユーザは、詳細に比較したい部分を適宜
に変更させることができるため、所望の画像を適正かつ簡便に選択することができる。
【００７９】
　次に、選んだ画像を編集したい場合、ユーザは、第１表示部１１ａ上において、指など
でタッチすることにより拡大画像Ｍ７の一つを選択した後、編集モードキーＭ８をタッチ
する。これにより、編集モードが実行され、第２表示部２１ａには、図１６（ａ）に示す
ような、各種の編集処理の一覧が表示される。ユーザは、この一覧の中から所望の編集処
理を選択することで、その編集処理を行うことができる。たとえば、この一覧の中から「
テキスト」の編集処理を選べば、編集画面に移行し、編集画面において画像中にテキスト
を挿入することができる。
【００８０】
　また、選んだ画像をメールなどに添付したり壁紙にしたりしたい場合、ユーザは、第１
表示部１１ａにおいて、指などでタッチすることにより拡大画像Ｍ７の一つを選択した後
、メニュー選択モードキーＭ８をタッチする。これにより、メニュー選択モードが実行さ
れ、第２表示部２１ａには、図１６（ｂ）に示すような、各種の処理の一覧が表示される
。ユーザは、この一覧の中から所望の処理を選択することで、その処理を行うことができ
る。たとえば、この一覧の中から「壁紙設定」の処理を選べば、選択した画像を壁紙に設
定することができる。
【００８１】
　以上、本実施の形態によれば、第１表示部１１ａと第２表示部２１ａとが外部に臨む第
２表示状態において、比較モードが実行される。そして、この比較モードにおいて、第１
表示部１１ａ上に、ユーザが選択したファイルの拡大画像Ｍ７が、表示される数に応じた
サイズで表示される。そして、これら拡大画像Ｍ７は、縮小画像Ｍ５に比べ、サイズが数
段大きなものとなる。これにより、ユーザは、第１表示部１１ａ上で、これら拡大画像Ｍ
７を詳細に比較することができる。したがって、携帯電話機に保存された画像の中に、連
続写真のような類似する画像が含まれていても、これら複数の画像の中から所望の画像を
容易に選び出すことができる。
【００８２】
　しかも、ユーザは、比較したい画像に応じて、比較する拡大画像Ｍ７の数を優先するか
サイズを優先するかを自由に決めることができる。すなわち、比較したい画像が多い場合
や画像があまり大きくなくても比較しやすい（たとえば、写真中に被写体が大きく写って
いる）場合は、第１表示部１１ａに表示する拡大画像Ｍ７の数を多くすることで、一度に
多くの拡大画像Ｍ７を比較することができる。一方、比較したい画像が少ない場合や画像
が大きくないと比較しにくい（たとえば、写真中に被写体が小さく写っている）場合は、
第１表示部１１ａに表示する拡大画像Ｍ７の数を少なくすることで、拡大画像Ｍ７を大き
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なサイズで表示させることができる。したがって、ユーザに対する利便性を向上させるこ
とができる。
【００８３】
　また、本実施の形態によれば、第１表示部１１ａに、拡大画像Ｍ７とともに、拡大画像
Ｍ７に関する情報が表示されるので、ユーザは、その情報を参照して、画像を選び出すこ
とができる。
【００８４】
　さらに、本実施の形態によれば、第１表示部１１ａに、拡大画像Ｍ７が表示された状態
において、画像拡大モードを実行することができる。そして、この画像拡大モードにおい
て、拡大画像Ｍ７を部分的に拡大することができる。しかも、一つの拡大画像Ｍ７上で拡
大したい部分を指示すると、表示されている全ての拡大画像Ｍ７について、同じ部分が拡
大される。したがって、ユーザは、拡大画像Ｍ７どうしをより詳細に比較することができ
る。
【００８５】
　さらに、本実施の形態によれば、第２表示状態への切替え操作を行う前にファイルを選
択するといった簡単な操作によって比較モードが実行され、この操作が行われなければ、
通常モードが実行される。したがって、ユーザは、類似した画像を比較する必要がないと
きは、第１表示状態の際に縮小画像を選択しなければ良い。この場合、ユーザは、所望の
縮小画像Ｍ５を、順々にタッチしていくことで、第１表示部１１ａ上に、選択した縮小画
像を最大サイズで表示させることができ、選択した画像の詳細を、最も大きなサイズの拡
大画像Ｍ７をもって、円滑かつ迅速に確認していくことができる。
【００８６】
　さらに、本実施の形態によれば、比較モードへの所定の移行操作が、第２表示状態への
切替え操作を行う前にファイルを選択するという簡単な操作とされているので、別途特別
なキー等を操作する必要がなく、比較モードへの移行を簡便に行うことができる。
【００８７】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく
、また、本発明の実施形態も、適宜、種々の変更が可能である。たとえば、以下のように
変更され得る。
【００８８】
　図１７は、データ表示モードにおける画面表示制御の変形例を説明するためのフローチ
ャートである。図１８および図１９は、変形例における画面表示例を示す図である。
【００８９】
　この変形例では、比較モードと通常モードのどちらを実行するかが、予め、ユーザによ
って設定される。これらモードの設定は、たとえば、図４に示す初期画面の「設定」のモ
ードキーＭ１を操作することによって行われる。
【００９０】
　図１７を参照して、図４の初期画面中の「データ」のモードキーＭ１が押されると、表
示制御部１１０は、第１表示部１１ａに、複数個の縮小画像Ｍ５を一覧表示させる（Ｓ１
１）。このとき画面形態は、図８と同様なものとなる。
【００９１】
　表示制御部１１０は、第２表示状態への切替え操作がされたと判断すると（Ｓ１２：Ｙ
ＥＳ）、切り替え後の表示モードが比較モードに設定がされているか否かを判断する（Ｓ
１３）。そして、比較モードに設定されていると判断すると（Ｓ１３：ＹＥＳ）、比較モ
ードを実行する（Ｓ１４）。一方、表示制御部１１０は、比較モードに設定されていない
と判断すると（Ｓ１３：ＮＯ）、通常モードを実行する（Ｓ１５）。
【００９２】
　ここで、Ｓ１４の処理は、第１表示状態においてユーザにより所定の縮小画像が選択さ
れている場合には、上記実施の形態における比較モードの処理と同様のものとなる。すな
わち、この場合、図６のステップＳ１０１の動作により、第１表示部１１ａ上に、第１表
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示状態のときに選択されたファイルの拡大画像Ｍ７が表示される。
【００９３】
　一方、第１表示状態においてユーザにより所定の縮小画像Ｍ５が選択されていない場合
、Ｓ１４の処理は、上記実施の形態と相違する。この場合、上記実施の形態では比較モー
ドが実行されずに、第１表示部１１ａと第２表示部２１ａの両方に縮小画像Ｍ５の一覧が
表示されたが、この変形例では、この場合も比較モードが実行される。
【００９４】
　この場合、この変形例では、図６のステップＳ１０１に替えて、第１表示部１１ａにフ
ァイルの選択を促すメッセージが表示される（図１８参照）。そして、この状態において
、ユーザが一つめのファイルを第２表示部２１ａから第１表示部１１ａにドラッグすると
、表示制御部１１０は、図６のステップＳ１０３からステップＳ１０５と同様の処理を実
行し、これにより、図１９に示すように、一つめの拡大画像Ｍ７が第１表示部１１ａに表
示される。以下、同様に、ユーザは最大４個まで第１表示部１１ａへファイルをドラッグ
させ拡大表示させることができる。また、第１表示部１１ａ上の画像を削除し、あるいは
、一部を拡大させる場合の処理も上記と同様である。
【００９５】
　なお、Ｓ１５の処理は、第１表示状態においてユーザにより所定の縮小画像Ｍ５が選択
されていない場合には、上記実施の形態における通常モードの処理と同様のものとなる。
一方、第１表示状態においてユーザにより所定の縮小画像Ｍ５が選択されている場合には
、Ｓ１５の処理は、上記実施の形態と相違する。この場合、上記実施の形態では通常モー
ドが実行されずに、比較モードが実行されたが、この変形例では、この場合も通常モード
が実行される。
【００９６】
　この場合、この変形例では、図７のステップＳ２０１に替えて、第１表示状態において
ユーザに選択されたファイルの拡大画像Ｍ７が第１表示部１１ａに表示される。この場合
の画面形態は、図９に示すものと同様のものとなる。そして、この状態において、ユーザ
によって、一覧から新たな縮小画像Ｍ５が選択されると、ステップＳ２０２からステップ
Ｓ２０４と同様な動作が実行され、新たな拡大画像Ｍ７が最も大きなサイズで、第１表示
部１１ａに表示される。
【００９７】
　この他、上記実施の形態では、第２表示状態において、第１表示部１１ａに拡大画像Ｍ
７が表示され、第２表示部２１ａに縮小画像Ｍ５の一覧が表示される。しかし、これとは
逆に、第２表示部２１ａに拡大画像Ｍ７が表示され、第１表示部１１ａに縮小画像Ｍ５の
一覧が表示されるようにしてもよい。
【００９８】
　また、上記実施の形態では、画像に関する情報を、拡大画像Ｍ７とともに常に表示する
ようにしているが、ユーザの非表示設定によって、表示制御部１１０がこれら情報を表示
しないようにするようにしてもよい。この場合、情報を表示しないときには、表示制御部
１１０が、それにより空いたスペースを利用し、拡大画像のサイズを大きくする構成とす
るとよい。このような構成とすれば、ユーザは、拡大画像のサイズを優先したい状況下に
おいて、情報を非表示とすることで、その分、大きな拡大画像で画像比較を行うことがで
きる。
【００９９】
　さらに、上記実施の形態では、一覧から拡大画像Ｍ７を表示させる縮小画面Ｍ５（ファ
イル）を選択する操作として、縮小画面Ｍ５を第１表示部１１ａにドラッグする操作を採
用しているが、これに限らず、その他の操作としてもよい。
【０１００】
　さらに、上記実施の形態では、画像拡大モードにおいて、位置が指定された拡大画像Ｍ
７の他、表示された全ての拡大画像Ｍ７の部分拡大画像Ｍ１０を表示するようにしている
が、これに限らず、位置が指定された拡大画像Ｍ７の他、少なくとも他の一つの拡大画像
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Ｍ７について、部分拡大画像Ｍ１０を表示する構成であればよい。但し、特段の問題など
がなければ、表示された全ての拡大画像Ｍ７について、部分拡大画像Ｍ１０を表示する構
成とすることが望ましい。
【０１０１】
　さらに、上記実施の形態では、画像拡大モードにおいて、虫眼鏡のアイコンによって、
拡大画像Ｍ７上の拡大したい位置を指定するようにしているが、これに限らず、たとえば
、虫眼鏡などのアイコンを表示せずに、指やタッチペンなどによって直接タッチすること
で、位置の指定を行うような構成としてもよい。
【０１０２】
　また、上記実施の形態では、第２表示状態に移行する前の第１表示状態において１つの
ファイル（縮小画像Ｍ５）のみが選択されるとして説明を行ったが、第１表示状態におい
て２つ以上（４つまで）のファイル（縮小画像Ｍ５）を選択可能としても良い。この場合
、たとえば第１表示状態において２つの縮小画像が選択された状態で第２表示状態に移行
すると、第２表示状態では、たとえば図１０に示す画面が表示される。
【０１０３】
　その他、本発明の実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内におい
て、適宜、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１０４】
　　　　１１　　液晶表示器（第１表示ユニット）
　　　　１１ａ　第１表示部
　　　　１４　　磁石（機構部）
　　　　１６　　突起部（機構部）
　　　　１７　　突起部（機構部）
　　　　２１　　液晶表示器（第２表示ユニット）
　　　　２１ａ　第２表示部
　　　　２３　　磁石（機構部）
　　　　２６　　軸部（機構部）
　　　　２７　　軸部（機構部）
　　　　３４　　コイルバネ（機構部）
　　　　３９　　案内溝（機構部）
　　　　４００　メモリ（メモリ４００）
　　　　１１０　表示制御部
　　　　Ｍ５　　縮小画像（第１画像）
　　　　Ｍ７　拡大画像（第２画像、第４画像）
　　　　Ｍ１０　部分拡大画像（第３画像）
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